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Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

（１） 学校法人の沿革 

 学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）は、昭和４６年１１月に学校法人寄附行為

認可を受け、翌年４月に、「社会の福祉への奉仕」「人間への深い愛」「人間への幅の広い科学的

理解」を建学の精神として、医学部単一学部からなる兵庫医科大学を開学し、昭和５３年４月に

は大学院医学研究科を設置した（西宮キャンパス）。 

平成９年１０月には、地域医療に貢献すべく兵庫医科大学篠山病院を開設し、その後、平成１

１年９月にささやま老人保健施設を開設した（篠山キャンパス）。 

平成１９年には、将来的な医療の在り方、これに対する医学部教育の実績を積み重ねてきた本

法人の役割・責任を踏まえ、「人間への深い愛と豊かな人間性を持ち、幅広い知識と優れた技術

を備え、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成する。」との教育理念に基づき、薬学部（医

療薬学科）、看護学部（看護学科）及びリハビリテーション学部（理学療法学科、作業療法学科）

の３学部４学科を擁する兵庫医療大学を開学した。その後、平成２３年４月に大学院看護学研究

科及び医療科学研究科を、平成２５年４月に大学院薬学研究科を設置した（神戸キャンパス）。 

このように、本法人は医療総合大学を標榜しチーム医療推進のため、「学校法人兵庫医科大学

のチーム医療」を定め、チーム医療を実践する医療人の育成に努めてきた。 

兵庫医科大学開学から４９年、兵庫医療大学開学から１４年が経過し、建学の精神に則り、多

くの有為な医療人を社会に輩出するとともに、教育・研究基盤も拡充し、医療系大学として一定

の評価を得るまでに成長してきた（令和２年度までの卒業者数は、兵庫医科大学医学部４，４０

８名、兵庫医療大学：薬学部１，１７１名、看護学部１，１３６名、リハビリテーション学部９

２７名）。  

 

（２） 設置（統合）の経緯及び趣旨 

 現在、大学を取り巻く環境は、１８歳人口減少という人口構造の変化の中、厳しさを増してお

り、各大学が生き残りをかけて戦略を模索している。また、大学の連携・統合等の点では、国立

大学の一法人複数大学制度、私立大学での学部単位での事業譲渡の円滑化や合併の促進など、連

携・統合や事業承継円滑化の環境整備が進められている。 

医療系大学等においても、医療人育成機関の増加、国家試験の難関化など厳しい状況に変わり

はなく、医科大学が医療系学部を順次設置していく中で、統合後の兵庫医科大学の４学部それぞ

れが教育改革を行い、「医系総合大学」として特色ある優れた医療人を養成することで社会的責

任を果たしていく。 

また、チーム医療の現状については、本法人は、「多職種連携教育」に関して「学校法人兵庫

医科大学のチーム医療」を定め、その中で「兵庫医科大学・兵庫医療大学間で大学・学部の垣根

を超え、ボーダレスな教育を行う。」、「両大学は連携してチーム医療の推進について研究を行い、
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情報を発信する。」と謳っており、実際に教育面では４学部合同のチーム医療演習などを行い、

一定の成果を収めている。では実際に医療現場でチーム医療を両大学の卒業生は実践できてい

るかを見ると、時代の趨勢とともにチーム医療は浸透しつつあるものの、現状では役割分担の域

を出ず、多職種が「連携」しているとは言い難い状況にある。今後は、医療の質向上のためには、

業務分担ではなく、多職種が連携し、相互に影響する多職種連携「Ｉｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉ

ｏｎａｌ」を目指す必要がある。 

 現在、本法人では、西宮キャンパスの新病院建設計画を進めており、予定では令和８年度開院

となる。統合後、兵庫医科大学全学部の学生は、最新の医療施設・設備を整えた新病院で臨床実

習等を行うことが可能となり、教育環境が一層改善されることとなる。また、新病院建設に合わ

せて地域医療機関との連携を一層強化することにより、卒業生の安定的な就職先の確保にも寄

与することが見込まれる。 

以上のことも含め、今後の将来展望を踏まえて、本法人に求められる①質の高い医師、医療専

門職者を養成するための教育・研究体制の充実及び教育の質の向上 ②法人運営及び組織体制

の強化 ③「医系総合大学」としての認知度及び評価の向上などの点から、「医学部」「薬学部」

「看護学部」「リハビリテーション学部」それぞれにおける教育を従来以上に緊密な連携のもと

実施するため、兵庫医科大学と兵庫医療大学を統合し、４学部５学科の新たな「医系総合大学」

とすることの結論に至り、令和２年１１月２８日開催の理事会において、令和４年４月に兵庫医

療大学の３学部３研究科を、現状と同じ内容で兵庫医科大学に設置し、兵庫医療大学は廃止する

という大学統合計画が承認された。兵庫医療大学の廃止に際しては、令和４年４月１日に同大学

の学生募集停止及び在学生の兵庫医科大学への転入学を併せて実施する。 

当該計画においては、文部科学省から、令和２年１０月に「学校法人の寄附行為及び寄附行為

の変更の認可に関する審査基準」第四の四の（三）の適用審査において、「適用可能」との回答

を得ており、また、令和２年１２月には「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関

する規則」第３条に係る教員審査省略の該当の適否の事前相談において、「教員審査の省略が可

能」との回答を得ている。 

 

（３） 看護学研究科設置の趣旨 

近年の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、超少子高齢化の急速な進行と生活習慣病の増加

に伴う疾病構造の変化や新たな健康危機の発生などに加え、健康寿命の延伸やＱＯＬの向上を

志向する人々のニーズが高まっているが、一方では拡大する健康格差など多様化・複雑化して

いる。また、保健・医療・福祉サービスは、医療の高度化・先進化・専門化に伴って、医療・

保健従事者の教育も高度化・専門化が進み、それを担う専門職者の不足や地域偏在が顕在化し

てきている。 

このような変動の中、人々が安心して安全な、かつ高度な医療・保健サービスを身近な地域
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で享受できる環境を整えることは、医療関連の専門分野で人材育成のみならず学術的な観点か

ら重要な課題である。看護は、人々の健康を支える最も身近な専門職として、優れた看護実践

を提供するとともに、保健・医療・福祉の変革に先駆的・創造的に取り組む役割を担ってきた

が、近年さらに人々の尊厳を護る人間性豊かな高度実践者や教育・研究者の養成への期待も高

まっている。      

学校法人兵庫医科大学は、大学院医学研究科を有する兵庫医科大学、兵庫医科大学病院、兵

庫医科大学ささやま医療センターを有し、特に、看護部門においては従来から高度な専門性を

志向した看護実践及び教育・研究を推進してきている。このようなバックアップのもと、現行

の兵庫医療大学看護学部は、兵庫医科大学と共に高度先進医療におけるチーム医療の重要な担

い手である看護職者の育成を目的として学部教育及び大学院教育を行い、大学院看護学研究科

は令和元年度までに４４人の修了生を輩出してきた。今回、これまでの実績を踏まえ、さらな

る質の高い、充実した大学院教育を展開しようとするものである。 

本法人は、兵庫医療大学の開設時より看護学部の臨地教育の場として整備を充実させ、臨地

実習指導における連携体制も確立している。平成２１年から医療人育成センター（当時）を開

設し、医療従事者の教育を総合的に推進する環境を整えてきた。現在は、同一法人内の兵庫医

科大学病院と看護学研究科が連携して看護職者のキャリアアップを図るとともに、教育・研究

を通して看護実践の質向上を図っている。特に、専門看護師（Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｎｕｒｓ

ｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ：以下ＣＮＳ）については、現在までに８名の急性・重症患者看護

専門看護師・がん看護専門看護師の専門看護師教育課程修了者が、兵庫医科大学病院をはじめ

とする医療機関で活躍している。ＣＮＳの責務は、地域医療と共に大学病院としての高度先進

医療を利用・受用する地域生活者に対して、質の高い、信頼される医療・看護を継続して提供

することにある。ＣｕｒｅとＣａｒｅの両方の側面における卓越した看護実践能力と専門看護

師としての実践・教育・相談・調整・倫理調整・研究の役割を果たせる人材の育成が重要であ

る。兵庫医科大学大学院に修士課程及び看護学研究科、医療科学研究科、博士課程である医学

研究科及び薬学研究科の４研究科が設置され、各研究科の豊富な教授陣による教育が行われる

ことで、このＣｕｒｅとＣａｒｅの融合させた教育内容の充実が図れることは明らかである。

つまり、兵庫医科大学・兵庫医科大学病院の多彩な特徴を活かし、次世代のチーム医療の牽引

者となりうる高度な看護専門職者を継続的に育成と輩出が可能となるのである。 

このような背景のもと、看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実

践領域の２領域を設け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用につい

て体系的に学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に立脚し、

先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解明する教育・研究能

力を育成することを目的とする。 

以上、大学院看護学研究科は、高度先進医療の提供を責務とし、地域に開かれた兵庫医科大
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学病院と一体となり、将来の看護学の発展を担う教育者・研究者の育成と共に、高い専門性の

もとで看護実践を遂行する医療専門職者の育成を特有の使命とするものである。 

 

（４） 看護学研究科設置の必要性 

  急速な超少子高齢化の進行に伴う生活習慣病や高齢期特有の疾病・障害による要介護高齢

者の増加、新たな感染症等健康危機の発生など環境変化が著しい。また、高度化・専門分化す

る先進医療に適切に対応するためには、人々の健康を包括的かつ専門的に捉え、当事者を主体

としつつチーム医療を推進できる能力が求められている。そのためには、看護学分野において

看護に関連する医療を科学的裏付けによる新たな展開を進めると共に、専門性の高い実践能力

を持った人材の育成が必要である。即ち、本研究科は看護現象を科学的に解明する研究者や教

育者の養成と高度で専門性の高い看護実践者の育成の二つの柱をおいて、その目的を達成しよ

うとするものである。 

まず、第一の柱である研究推進・教育者の育成については、看護系では大学院課程が主たる

教育の場であり、将来教育・研究者を養成する看護系大学院修士課程は、令和元年度現在１８

０課程にのぼっているが、看護学の充実や発展は、医療の進歩や社会の要請の変化に対応でき

るまでには至っていない状況である。本学が位置する兵庫県については、看護系１５大学に対

し、大学院は９大学がある。それぞれにおいて特徴のある大学院教育を展開しているが、本学

が設置しようとする大学院は看護学研究科以外に医学研究科、薬学研究科、医療科学研究科の、

他の大学院にはない４研究科が設置されることになる。その豊富で多彩な人材と研究資源、学

生間の交流環境は、新しい研究課題を生み出し、新しい発見につながることが期待できる。今

日の社会の複雑で困難な看護課題に対応できる研究者・教育者を育成できることは明らかであ

る。 

第二の柱である高度実践看護専門職者の育成については、わが国では看護職能団体である

（社）日本看護協会が定めた専門看護師（ＣＮＳ）制度が設けられている。この制度は保健・

医療・福祉の発展と看護学の向上のために、特定の専門分野において高度な知識・技術を深め、

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人・家族・集団に対して、水準の高い看護ケアを効率よく

提供する目的で設けられたものである。現在、特定されている分野は、がん看護、精神看護、

地域看護、老人看護、母性看護、小児看護、慢性疾患看護、急性・重症看護、感染症看護、家

族支援、在宅看護、遺伝看護、災害看護の１３分野であり、その教育は日本看護系大学協議会

の専門看護師教育課程認定委員会による審査で認定を受けた大学院修士課程で行われている。

令和２年１２月現在全国で２，７３３名のＣＮＳが認定され、兵庫県は１７４名のＣＮＳが就

業しているが、就業者の専門分野と就業先に偏りがあり、都市部や規模の大きな医療機での就

業が多い。しかし、今後は地方や中小の医療機関での活躍が求められると推測でき、その需要

は今後一層高まっていくと考えられる。また、高度先進医療を実践する兵庫医科大学病院とし
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て、地域の要請に応える高度専門看護職者を求めていることから、今回設置する看護学研究科

においても、専門看護師育成の領域として急性・重症患者看護分野及びがん看護分野の設置を

継続し、積極的に養成することが必要である。 

本研究科に入学を希望する者の一部は、就業を続けながら修学することを望むと考えられる。

そのために、１４条特例による平日夜間、土曜日、夏季休暇中等の開講を今後も計画しており、

大学院修学を目指す看護職者に門戸を拡大し、就業継続が可能となるよう配慮するとともに、

看護実践と学修・研究を並行することを通して、看護実践能力の向上と学修・研究の臨床への

応用・反映を可能となると予測できる。 

 

（５） どのような人材を養成するのか 

① 教育・研究領域の概要 

看護学研究科看護学専攻では、前項の目的を達成するために、看護学基礎研究領域と看護学

課題研究・高度実践領域の２つの柱で構成する（図１参照）。 

 

（ⅰ）看護学基礎研究領域 

看護学固有の研究課題を追求する基礎的段階の教育・研究者の育成であり、将来、博士後

期課程につなげることを視野に入れて養成する。看護学基礎研究領域では４分野１３特定分

野から構成している。４分野は、①基盤看護学分野、②療養支援看護学分野、③家族支援看

護学分野、④生活支援看護学分野である。 

 

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域 

高度専門看護職者である専門看護師（ＣＮＳ）を育成する領域であり、以下の分野を設ける。

高度実践領域として課題研究を課すことにより、希望する者は将来博士課程への進学を可能と

する。その構成は次の２分野である。それらは、①急性・重症患者看護専門看護師分野、②が

ん看護専門看護師分野である。 
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＜ 図１ ＞ 

 

② 各分野の概要 

各領域、分野及び特定分野の概要は以下のとおりである。 

 

（ⅰ）看護学基礎研究領域 

ア 基盤看護学分野 

基礎看護学、看護教育学、看護開発科学の３特定分野で構成している。基礎看護学は看護の

方向性を導く看護理論、看護実践の基盤を支える倫理観と人間相互関係、及び科学的根拠（生

理学的検証）に基づいた看護技術の検証、専門性に基づく技術に関する研究（皮膚排泄ケア・

感染制御）などの基礎的研究能力を育成する。看護教育学は看護教育に関する諸理論と概念の

理解を基に、その本質を探究し、看護職への教育的働きかけ、教育環境づくり、教育方法の有

効性等に関する知識と技術を追求し、看護教育における基礎的研究能力を育成する。 

また、看護開発学は看護実践と研究のギャップを埋めるＥＢＨＣ（Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－ｂａ

ｓｅｄ ｈｅａｌｔｈ ｃａｒｅ）について学び、ＥＢＨＣの基礎となる様々なＳｙｓｔｅｍ

ａｔｉｃ Ｒｅｖｉｅｗ研究、研究と実践の橋渡しに求められる方法論とＥＢＨＣを実現する

ためのリーダーシップ、現場をエビデンスで改善していけるリーダー、ガイドライン作成など

で求められるエビデンス研究の専門家を育成する。 

看護学基礎研究領域 看護学課題研究・高度実践領域 領域 

分野 

①基盤看護学分野 

②療養支援看護学分野 

③家族支援看護学分野 

④生活支援看護学分野 

①急性･重症患者看護専門看護師分野 

②がん看護専門看護師分野 

学位 修士（看護学） 

対象 看護師・保健師・助産師 

基盤 看護学部 看護学科 

研究科 

専攻 

看護学研究科  

看護学専攻 
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イ 療養支援看護学分野 

急性看護学、がん看護学、慢性看護学、精神看護学の４特定分野で構成している。急性看護

学はクリティカルな状況にある患者・家族の生命の維持・回復、苦痛の緩和、セルフケア能力

の回復、ＱＯＬの向上を目的とした看護援助技法、家族への支援などを含む専門的な看護を提

供できる看護実践能力と研究能力を育成する。がん看護学はがん看護の基盤となる概念・理論

に関する知識や諸研究、がんの病態・診断・治療に関する最新の知見を学修し、がん看護領域

における看護研究を実践する力を育成する。慢性看護学は慢性看護の基盤となる概念・理論に

関する知識や諸研究の学修、臨床現場の課題や疑問から、研究テーマを絞りこみ、自らの力で

看護研究を実践する力を育成する。精神看護学はセルフケア理論に基づく包括的アセスメント、

教育的介入方法等に関する幅広い知識を身につけ、精神看護学分野の専門家として精神障がい

者自身の社会復帰過程への主体的参加を促進する支援において有用な実践能力と研究能力を

育成する。 

  

ウ 家族支援看護学分野 

小児看護学、母性看護学、助産学の３特定分野で構成している。小児看護学は子どもとその

家族を取り巻いている社会状況や生活を理解しアセスメントする方法を探究し、あわせて慢性

疾患などの健康障害を持つ子ども、親、きょうだいが内包している健康問題や課題、不適切な

親子関係や現在の子育てにおける課題を解決するための看護支援について実証的な研究能力

を養う。母性看護学は女性のライフサイクル各期を中心にした健康支援について、疾病中心の

医療と看護の観点に留まらず、文化的、歴史的、社会的背景も勘案した健康課題を探求し女性

のリプロダクティブ・ヘルス／ライツを根幹に据えて、ヘルスプロモーションやＷｅｌｌ－ｂ

ｅｉｎｇ等の様々な視点から看護介入モデルを学修し実践的な研究能力を育成する。助産学は

出産を取り巻く環境の歴史的変遷を概観、女性のもつ生殖の性とジェンダーについての理解を

深めると共に、出産の医学的管理を誘引した諸政策についても探求する。様々な女性と家族の

健康に関する諸問題について、Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－Ｂａｓｅｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｃａｒｅ（Ｅ

ＢＨＣ）を用いた解決方法の基礎的能力を育成する。また国際的な視点を基に実践的な研究能

力を育成する。 

     

エ 生活支援看護学分野 

老年看護学、地域看護学、在宅看護学の３特定分野で構成している。老年看護学は高齢者が

健康的な生活を維持できるよう、老年看護に必要な概念や理論、健康生活評価方法等を修得し、

高度な専門的 援助を実践し、また看護方法の研究・開発を行う能力を育成する。地域看護学

は地域で生活する人々を対象とした地域看護支援技術の開発と評価方法について実践的な研

究能力を育成します。在宅看護学は在宅療養者及び介護家族の健康生活の向上、在宅看護実践
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の質的改善、介護家族への支援方略、在宅ケアシステムの構築など、在宅看護の知識体系の発

展に寄与する知見を探究し、在宅看護領 域における臨床疑問や研究課題を明確化し、科学的

プロセスを踏まえて研究していく能力を育成する。 

 

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域 

ア 急性・重症患者看護専門看護師分野 

この分野ではクリティカルな状況にあり複雑で解決困難な看護問題を持つ個人・家族や集団

を対象に、クリティカルな状況にある人間を総合的にとらえるキュアとケアの融合による高度

な知識・技術、個人・家族を中心とした治療環境を総合的に管理するために必要な知識を学修

するとともに、専門看護師として役割を果たすための実践能力を育成する。 

 

イ がん看護専門看護師 

がん看護の基盤となる概念・理論に関する知識や諸研究、がんの病態・診断・治療に関する

最新の知見を学修し、水準の高い看護ケアを効率よく提供するための卓越した技術と問題解決

能力を修得する。また、臨床現場の課題や疑問に関するディスカッションやフィールドワーク

から、がん看護 領域の実践現場に活用できる実践・研究能力をも育成する。 

 

（６） 修了後の進路 

看護学基礎研究領域の修了生は、保健・医療・福祉機関や教育・研究機関に就業し、看護３

職種並びに学生の教育指導にあたる。特に看護系教育機関は平成１７年の１２７大学から令和

元年２７２大学へと、この１３年間で約２倍と急激に増加しており、修士課程については１８

０課程ある。その中で、各大学では教員の確保困難が続いている。平成３０年の日本看護系大

学協議会と日本私学看護系大学協議会との協働調査によれば、大学院修士課程修了者の就職先

は、病院・診療所が５８．１％（うち１４％は専門看護師課程）であり、大学等教育機関・研

究機関は１１．５％であった。一方で、博士後期課程修了者については大学等教育機関・研究

機関への就職が５９．０％であった。大学教員の需要は当面継続すると考えられるが、博士後

期課程修了者の半数が大学等教育機関・研究機関に就職していることから、博士後期課程につ

ながる本学の修士課程の存在意義はある（【資料１】参照）。 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科修了後の就業先実績としては、兵庫医科大学病院・

兵庫医科大学ささやま医療センターをはじめ兵庫県内及び近隣府県の医療機関を中心に、訪問

看護機関、保健所・保健センターなどの保健機関、高齢者保健福祉施設等である。それらの看

護実践の場が現在そして将来の指導的役割を担う人材を求めており、修了後の進路は充分に確

保可能と考えている。 

また、看護学課題研究・高度実践領域の修了者は、保健・医療・福祉機関の看護専門職者と
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して就業し、急性・重症患者看護分野、がん看護分野の専門分野の実務研修期間修了後に日本

看護協会による専門看護師の認定審査を受審し資格取得を目指す。専門看護師の資格取得後は、

高度な看護実践、及び相談・調整・倫理調整・教育・研究の６つの役割を果たしながら、実践

現場における指導的役割を担い、看護の向上と変革を組織的に推進する。専門看護師の就業数

は年々増加しているが、大都市圏及び大学病院等大規模病院と専門病院に偏っている状況も続

いている。 

中国・四国地方の専門看護師数は近畿圏内の数と比較して格段に少ない。また兵庫県北部地

方なども少ない。本学の立地からこれらの地域において、医療機関等の看護レベル質向上や指

導的役割を担うことができる専門看護師は、今後も本学の修士課程修了後の需要は充分にある

といえる（【資料２】参照）。 

【資料１ ２０１８年度看護系大学に関する実態調査】 

【資料２ 都道府県別専門看護師登録者数】 

 

（７） 人材需要の見通し 

  近年の看護系教育機関の急増は、全国的に看護学教員の不足をもたらしており、将来教育・

研究を担う人材の養成が急務とされ、人材需要は高まる一方である。 

  大学教員の量的充実だけではなく、質的な充実に関しても重要な課題である。文部科学省で

は、看護系大学が急増している状況を受け、「大学における看護系人材養成の在り方に関する

検討会最終報告（平成２３年３月）」を取りまとめている。 

この報告書の提言では、看護系大学院における教員養成機能の強化を図ることが打ち出され

ている。その点から考えても大学教員の質的・量的な充実が求められている 

また、保健・医療・福祉機関では質の高い看護実践を提供できる高度専門看護実践者が求め

られている。特に専門看護師については、令和２年１２月現在で１０８大学院３４７専門看護

師教育課程があるが、急性・重症患者看護分野は３６課程、がん看護分野は７７課程である。

しかし、その教育機関は偏在し、関西圏では兵庫県・大阪府に留まり、中国、四国地方の急性・

重症患者看護分野は３大学となっている。本学の立地から中国・四国からの受験者が見込まれ

る。また、各大学院の養成数は数人弱に限られることから社会的な要請と修学希望者のニーズ

に十分に対応できているとはいえない。 

令和２年に兵庫医療大学看護学部の第３学年次生に実施した進学意向調査では（【資料３】

参照）、大学院に進学したいと回答した者は２２名（２３．２％）、さらに本学大学院を受験し

たい、且つ合格した場合進学したいと回答した者は１０名（１０．５％）という結果であった

（【資料４】参照）。これらの結果から、学部在学生の本学大学院への進学希望は将来に向けて

継続的に確保可能と考えられる。 

また、これまで現行の兵庫医療大学看護学部卒業生の大学院入学も平成２８年からあり、現
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在卒業生２名が在学している。平成２２年４月に本学看護学部第１～４学年次生の４１８人の

在学生を対象として実施した進路希望調査結果によれば、卒直後及び看護職者としてキャリア

を積んだ後に大学院への進学を希望した者は６０人（１４．６％であり）、今は決められないが

将来大学院進学を検討したいと１４５人（３５．２％）が回答しており、将来も含めて約５０％

の学部生が大学院進学を志向している（【資料５】参照）。加えて、大学院への進学希望者が将

来目指すものとして、研究者が６．４％、専門看護師が５７．１％、教育者が１１．０％であ

った。このことから臨床での経験を積み、その後に大学院への進学を希望していると考えられ、

現行の兵庫医療大学看護学部の卒業生１，０１４名の今後の大学院進学が継続的に見込まれる。 

【資料３ 看護学研究科に関するアンケート】 

【資料４ 看護学研究科 進学意向調査（看護学部第３学年次生）集計表】 

【資料５ 平成２２年進路希望調査結果】 

 

（８） 到達目標等 

看護学研究科修了時の到達目標は、看護学基礎研究領域・看護学課題研究・高度実践領域と

もに修了に必要な科目を履修し、特別研究または課題研究論文を完成させ、審査に合格し修士

の学位を取得することである。 

  看護学課題研究・高度実践領域の修了生は、それまでに実務研修５年以上、そのうち３年以

上は専門看護分野の実務研修、このうち６ヶ月の修士課程終了後の実務研修を経て、専門看護

師認定審査に合格して専門看護師資格を取得する。そして専門看護師として就業し、専門看護

師の役割を果たすとともに、看護実践の場の発展と変革を推進する。 

看護学研究科修了後には、科学的根拠と基礎理論及びその応用について体系的に修得した看

護学を、保健・医療・福祉の場で高度かつ専門的に提供・実践するとともに、指導的役割を担

い組織の発展と変革に貢献できる看護専門職者及び教育・研究者としてグローバルな視点で社

会に貢献できることを目標とする。 

 

Ⅱ 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か 

看護学研究科では、修士課程の完成後に博士課程設置を目指し、修士課程における看護学基

礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の２領域ともに、修士論文または課題研究を課し

ており、一定の成果を修めた者に対しては、看護学教育者、看護学研究者及び高度実践看護専

門職者としての能力の高度化を図るための博士課程進学を可能とすることを目指している。博

士課程の設置後には、修士課程から博士課程前期・後期とし、継続的に研究課題の考究できる

機会を提供する、また、ケアの質改善に取り組むためのチームを牽引できるリーダーシップや

変革者として活躍できるなどの高度実践能力の深化のための機会を提供することを構想する

ものである。 
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Ⅲ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

本研究科看護学専攻では、看護学研究を遂行できる人材養成と高度看護実践者としての専門

看護師の養成に主眼をおくことから、研究科・専攻名称、学位名称について以下のとおりとす

る。 

（１） 研究科名称 

看護学研究科 

Ｇｒａｄｕａｔｅ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

（２） 専攻・学位名称 

看護学専攻 

 Ｃｏｕｒｓｅ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

修士（看護学） 

Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

看護学研究科は、看護専門職者が保健・医療・福祉の場で行う看護実践の科学的根拠となる

基礎理論及びその応用について体系的に教授・研究すると共に、地域社会における人々の健康

生活の維持増進、疾病の予防と健康の回復及び人生の終末期を生きる人々に役立つ看護援助・

支援を高度かつ教育的に実践できる能力を養うという目的を達成するための教育課程である。

また、コースワークとリサーチワークを組み合わせ編成しており、教育課程全体は、修士課程

共通科目、看護学共通科目及び看護専門科目で構成している（【資料６】参照）。 

【資料６ 看護学研究科の科目構成】 

（１） 修士課程共通科目 

本研究科設置の趣旨であるチーム医療を推進する学際的な環境を整備するために、同時に開

設する医療科学研究科と連携・協力を推進することを特色としており、両研究科の連携のもと

で開講する研究科共通科目で構成する。科学的根拠に基づいた高い専門知識の修得と、高度実

践への応用及び先進医療に関わる最新の情報と課題を修得するために、「医療統計学特論」、「医

療倫理学特論」「先進医療支援特論」の３科目を設けている。  

（２） 看護学共通科目 

将来研究者・教育者を志向する看護学基礎研究領域と高度専門看護職者を目指す看護学課題

研究・高度実践領域の各専門領域・分野を超えて必要な能力を高める看護学共通科目を設けて

- 設置の趣旨 ― 12 -



 

いる。まず、看護学を探求し看護実践の科学的根拠を構築するための基礎的理論を中心とした

「看護理論」及び看護専門職者として高い倫理観に基づく看護を実践するために「看護倫理」

を設け、高度看護実践と看護学研究を遂行するために必要な科目として「看護教育論」、「看護

管理論」、「看護政策論」、「コンサルテーション論」を設けた。また、看護学研究の理論と概念

枠組み、主要な研究手法を修得する「看護研究」「看護研究演習」「システマティックレビュー」

を設け、看護学課題研究・高度実践領域を選択した学生が専門看護師資格認定に必要な教育、

相談、調整機能を高める科目を含む科目を配置した。さらに、将来的により高度な専門知識と

技術を活用し幅広く活躍できる高度専門看護師の育成も視野に入れて、「アドバンスト・フィ

ジカルアセスメント」及び「臨床薬理学・薬物治療特論」「疾病・病態特論」の３科目を設け、

専門看護師の資格取得にも対応している。  

 

（３） 看護学専門科目 

看護学専門科目は、各専門分野における看護学の主要な概念・理論を中心に探究する「看護

学特論」、看護対象の特性を追求し看護援助の枠組みを探求する「看護学援助特論」、学内・臨

地における体験を通して専門的看護実践能力を高める「看護学演習」により構成している。さ

らに、看護学基礎研究領域の選択者に対し、看護学研究能力を高めるために「看護学特別研究」

を設けており、学位論文として修士論文を作成する。  

看護学課題研究・高度実践領域の選択者には、ＣｕｒｅとＣａｒｅの両方の側面における卓

越した看護実践能力と専門看護師としての実践・教育・相談・調整・倫理調整・研究の役割に

ついて修得する「看護学実習」、及び看護実践の質向上を探求する「看護学課題研究」を設けて

おり、学位論文として課題研究報告書を作成する。 

 

（４） 看護学研究科のカリキュラムについて 

① ディプロマ・ポリシー 

＜看護学基礎研究領域＞  

１．高い倫理観を基盤とした看護の高度な実践能力や研究者としての基礎的能力を有する。  

２．医療・保健・福祉チームにおける連携・協働を促進する役割を果たすことができる。  

３．国際的な視野に立ち看護の課題に取り組む姿勢を有する。  

 

＜看護学課題研究・高度実践領域（専門看護師、Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｎｕｒｓｅ Ｓｐｅｃｉ

ａｌｉｓｔ： ＣＮＳ）＞ 

１．高い倫理観を基盤とした看護の高度な実践能力や研究者としての基礎的能力を有する。  

２．専門看護師（ＣＮＳ）に求められる「卓越した実践能力」「教育能力」「コンサルテーショ

ン能力」「コーディネーション能力」「研究能力」「高邁な倫理観」の６つの能力を有する。 
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② カリキュラム・ポリシー 

＜編成方針＞ 

１．修士課程における共通科目は、科学的根拠に基づいた医療・保健・福祉に関連する専門的 

知識の修得と高度実践への応用、先進医療に関わる最新の情報と課題の修得を目的として１ 

年次に配置する。 

２．看護学研究科共通科目は、各看護学分野、及び看護学基礎研究領域と高度看護学課題研 

究・高度実践領域の枠を超えて必要な専門知識と研究・実践能力の修得を目的として１年次 

に配置する。  

３．看護学研究科専門科目は、主要な概念・理論を探求する看護学特論、看護対象や援助の枠 

組みを探求する看護学援助特論、学内・臨地における体験を通じて専門的看護実践能力を高 

める看護学演習を配置する。  

４．看護学基礎研究領域では研究能力育成のために看護学特別研究を配置する。 

５．看護学課題研究・高度実践領域（ＣＮＳ）では専門看護師としての看護実践能力・役割を 

修得するための実習及び看護実践の質向上を探求する看護学課題研究をそれぞれ配置する。 

 

＜実施方針＞ 

コースワークとして実施される共通科目や専門科目における講義科目は、学生の広い視野を

涵養するとともに教育・研究者の育成及び高度看護実践者の育成のため、双方向・多方向の講

義形態を用いる。リサーチワークとして実施される専門科目は、研究指導教員の指導のもとに

実施する。研究課題の明確化と研究テーマの設定、研究計画に基づく実施データの分析と考察、

論文の作成と公表を通じて、研究者となるに足る知識・技術・態度を修得する。また、看護学

課題研究・高度実践領域における専門看護師（ＣＮＳ）養成は、専門看護師としての高い専門

性と優れた看護実践能力を修得するとともに、看護実践の質向上を探求する看護学課題研究を

修得する。 

 

  前述した科目の編成方針及び実施方針に基づいた看護学研究科のカリキュラムマップを示

した（【資料７】参照）。カリキュラムマップには、修士課程共通科目、看護学共通科目及び看

護専門科目別に授業科目を一覧に示した。また、それぞれの科目の配当年次を明記した。さら

に、看護学基礎研究領域、看護学課題研究・高度実践領域別に科目と以下の看護学研究科のデ

ィプロマ・ポリシーとの関係を〇印で示した。 

【資料７ カリキュラムマップ】 

 

（ⅰ）修士課程共通科目 

修士課程共通科目は、２領域共にＤＰ１の修得に向けて、科学的根拠に基づいた医療・保健・
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福祉に関連する専門的知識の修得と高度実践への応用、先進医療に関わる最新の情報と課題の

修得を目的として１年次に配置する。  

 

（ⅱ）看護学研究科共通科目 

看護学基礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の枠を超えて、主にＤＰ１及びＤＰ２

の修得に向けて、必要な専門知識と研究・実践能力の修得を目的として１年次に配置する。特

に、高度看護学課題研究・高度実践領域では専門看護師（ＣＮＳ）に求められる能力を修得す

るために必要な基盤的な知識・技術を修得するための科目の配置である。 

 

（ⅲ）看護学研究科専門科目 

専門科目は、主にＤＰ１及びＤＰ２あるいはＤＰ３の修得に向けて、専門看護学分野ごとに

主要な概念・理論を探求する「看護学特論」、看護対象や援助の枠組みを探求する「看護学援助

特論」、学内・臨地における体験を通じて専門的看護実践能力を高める「看護学演習」を配置す

る。 

 また、看護学基礎研究領域では、全てのＤＰの修得に向けて、研究能力育成のために看護学

特別研究を配置する。看護学課題研究・高度実践領域（ＣＮＳ）では、全てのＤＰの修得に向

けて、専門看護師としての看護実践能力・役割を修得するための実習、看護実践の質向上を探

求する看護学課題研究をそれぞれ配置する。  

   

Ⅴ 教育方法、履修指導、研究指導方法及び修了要件 

（１） 教育方法 

授業科目と単位は【資料８】に示す。修士課程共通科目、看護学共通科目及び各専門分野の

特論と援助特論は講義科目であり、演習、実習科目、特別研究、課題研究で構成する。 

【資料８ 教育科目と単位表】 

 

（２） 履修指導及び研究指導の方法 

① 指導教員の決定 

受験希望者への周知は、大学ホームページ及び入学案内パンフレットにおいて看護学研究科

を紹介し、各専門分野と教員の研究活動を開示する。オープンキャンパスでは受験希望者が相

談できる場を設け、個々の志望に対応できる機会を設ける。また、募集要項には受験前に、必

ず主指導教員の事前相談を受けるように明記し、受験生の希望に沿う領域と専門分野が選択で

きるよう教員が相談に乗る。入学後のガイダンスでは、各専門分野の教育・研究内容及び研究

課題に取り組む課程を説明する。 
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② 領域の決定と履修指導  

「看護学基礎研究領域」または「看護学課題研究・高度実践領域」の選択については、受験前

の主指導教員との事前相談における意向を踏まえ、入学後に主指導教員と相談のうえ決定する。

決定後の領域変更は履修科目が異なるため不可能である。 

また、履修科目については、履修ガイダンス及び主指導教員から履修指導を受けて検討する。

その際、学位規程、履修規程及びシラバスの学修内容、単位の修得と評価等を十分に検討し理

解した上で決定する。 

  看護学課題研究・高度実践領域の実習科目については、優れた看護実践を提供し、専門看護

師をはじめ専門的な指導ができる指導者が確保できる実習施設（兵庫医科大学病院、兵庫県が

んセンター、訪問看護ステーション他）を選定し、指導教員と共に指導可能な環境を整えてい

る（【資料９】参照）。 

  成績評価は、授業・研究への積極的・能動的な取り組み姿勢と提出された成果物（レポート、

研究成果論文など）の内容に基づいて科目責任者が行い、看護学研究科委員会で確認する。 

【資料９ 実習要項】 

 

③ 研究指導・論文指導 

履修指導、研究指導及び論文指導は、指導教員が個々の学生に応じて行う。指導に当たって

は学生の経験、志望、能力、適性等を充分に配慮した上で、高度な看護実践者と教育・研究者

の育成を目指した指導を行う。修士論文・課題研究の質向上と円滑な遂行を図るために、研究

計画書審査と倫理審査を経て研究が進められる体制を整えている。 

看護学基礎研究領域は、特別研究において看護学の研究課題を追究し、学位論文として修士

論文を作成する。看護学課題研究・高度実践領域は、課題研究において看護実践を深く追求し

た課題を探求し、学位論文として課題研究報告書を作成する。特別研究は主指導教員１名及び

副指導教員１名の指導を受ける。課題研究報告書では指導教員１名の指導を受ける。特別研究

論文（修士論文）及び課題研究報告書の指導は、専門分野の知見と研究業績を有し、当該研究

方法に卓越した研究実績を持つ教員を主指導・副指導とする。主指導及び副指導は合教員以上

が担当する。 

  これらの研究指導体制は各学生の中間報告後に決定する。特別研究及び課題研究を実施する

過程において、研究計画書・倫理審査申請書類を作成し、看護学研究科事前倫理審査・指導を

受け、兵庫医療大学倫理審査委員会を受審し承認が必要となる（【資料１０】参照）。 

【資料１０ 大学院看護学研究科学位論文審査に関する内規】 

 

（２） 修了要件 

① 看護学研究科の修了要件  
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看護学研究科に２年以上在学し、次のいずれかの要件を満たしていること。早期修了を希望

する大学院生については、兵庫医科大学大学院学則第２２条ただし書きに基づき、１年以上在

学すれば足りるものとする。  

（ⅰ）看護学基礎研究領域を選択した学生は３２単位以上を履修し、かつ必要な研究指導を受け

た上で修士論文の審査及び最終試験に合格する。  

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域を選択した学生は４２単位以上を履修し、かつ必要な研究

指導を受けた上で課題研究報告書の審査及び最終試験に合格する。  

 

② 履修科目と単位  

【看護学基礎研究領域の履修科目と単位】  

基盤看護学分野（基礎看護学・看護教育学）、療養支援看護学分野（急性看護学・がん看護学・

慢性看護学・精神看護学）、家族支援看護学分野（小児看護学・母性看護学・助産学）、生活支

援看護学分野（老年看護学・地域看護学・在宅看護学）を履修する場合には、以下の（ⅰ）（ⅱ）

（ⅲ）の科目を履修した上で合計３２単位以上になるように履修する。  

 

（ⅰ）修士課程共通科目 

３科目のうち２科目（２単位）以上選択  

（ⅱ）看護学共通科目 

１２科目のうち２科目（４単位）以上選択  

（ⅲ）看護学専門科目 

専攻分野の看護学特論、看護学援助特論、看護学演習の計１０単位以上、及び看護学特別研

究１０単位  

 

【看護学課題研究・高度実践領域の履修科目と単位】  

急性・重症患者看護専門看護師分野、がん看護専門看護師分野を履修する場合には、以下の

（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）の科目を履修した上で合計４２単位以上になるように履修する。 

  

（ⅰ）修士課程共通科目 

３科目のうち２科目（２単位）以上選択  

（ⅱ）看護学共通科目 

専門看護師（ＣＮＳ）の資格認定には、専門看護師の機能を高める科目として、看護学共通

科目Ａの「看護教育論」、「看護倫理」、「看護理論」、「看護管理論」、「看護政策論」、「コンサル

テーション論」、「看護研究」の７科目のうち４科目８単位以上を選択する。さらにＣｕｒｅの

実践力を高める科目として、看護学共通科目Ｂの「アドバンスト・フィジカルアセスメント」、
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「臨床薬理学・薬物治療特論」、「疾病・病態特論」の３科目（６単位）を履修する。 

（ⅲ）看護学専門科目 

専攻分野の看護学特論、看護学援助特論、看護学演習から１４単位以上、看護学実習１０単

位と課題研究２単位を履修する。 

 
＜図２ 看護学基礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の履修単位＞ 

科  ⽬ 看護学基礎研究領域 看護学課題研究・⾼度実践領域 

修⼠課程共通科⽬ ２単位以上 ２単位以上 

看護学共通科⽬Ａ 
４単位以上 

８単位以上 

看護研究演習、システマティックレビューを除く

看護学共通科⽬Ｂ ６単位 

看護学専⾨科⽬ １０単位以上 １４単位以上 

看護学実習  １０単位 

特別研究 １０単位  

課題研究  ２単位 

修了要件 
上記の単位を含み総計３２単

位以上になるように履修する。

上記の単位を含み総計４２単位以上になる

ように履修する。 

 

※ 看護学共通科目Ｂの「アドバンスト・フィジカルアセスメント」、「臨床薬理学・薬物治療特

論」、「疾病・病態特論」は、将来の高度実践看護職者にとって重要な科目であり、看護学基

礎研究領域を選択する学生についても積極的な履修が望ましい。 

 

（４） 修了までのスケジュール表 

入学後２年間のスケジュールは以下の図のとおりである。 

 

＜図３ 入学から終了までのプロセス＞ 

時 期 看護学基礎研究領域 看護学課題研究・⾼度実践領域 

１年次前期 主指導教員の指導・相談のもとに履修科⽬を決定し履修する。 

主指導教員のもとに研究課題を明確化する。 
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１年次後期 研究課題の決定 

研究計画書・倫理審査申請書類の作成 

中間報告会  

「看護学研究科事前倫理審査・指導」に研究計画書及び倫理審査申請書類を提出

し、指導を受ける。（偶数⽉予定） 

中間報告会の後に副指導教員を決定し、主指導教員・副指導教員の指導を受けな

がら研究をすすめる。 

２年次前期 「看護学研究科事前倫理審査・指導」に研究計画書及び倫理審査申請書類を提出

し、指導を受ける。（偶数⽉予定） 

「兵庫医療⼤学倫理審査委員会」に倫理審査を申請し承認を得る。（奇数⽉予定）

２年次後期 データ収集・分析 

修⼠論⽂作成 

看護学実習 

データ収集・整理、分析 

課題研究報告書作成 

 

 １⽉中旬 

 １⽉下旬 

 ２⽉上旬 

 ３⽉初旬 

 

修⼠論⽂提出 

修⼠論⽂審査（公聴会） 

最終試験 

修⼠研究報告会 

 

課題研究報告書提出 

課題研究報告書審査（公聴会） 

最終試験 

修⼠研究報告会 

 ３⽉１５⽇ 学位記授与 学位記授与 

＊修士論文・課題研究報告書作成プロセス日程の詳細は、決まり次第、別途通知する 

 

 看護学基礎研究領域、看護学課題研究・高度実践領域の２領域別に列を分けて表に示した。

学生は、１年次において、各専門の特論において専門分野の主要な概念や理論を、さらに研

究法に関連した科目の履修を行い、看護における研究課題を明確にしながら、文献検討、研

究方法の決定、研究法を修得し、基礎的研究力を身につけるとともに、研究計画書及び兵庫

医療大学倫理審査申請書類を作成する。看護学研究科事前倫理審査・指導（研究の概要及び

倫理的配慮について）を受ける。さらに、兵庫医療大学倫理審査委員会に申請し承認を得て、

研究をすすめ、修士論文あるいは課題研究報告書として完成させる（【資料１１】【資料１２】

【資料１３】参照）。看護学課題研究・高度実践領域の実習は１年後期～２年前期に実施さ

れる。実習期間中あるいは実習後にデータ収集・分析へとすすみ課題研究報告書の作成へと

進む。 

【資料１１ 看護者の倫理綱領】 

【資料１２ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針】 

【資料１３ 兵庫医療大学倫理審査委員会規程】 
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（５） 履修モデル 

看護学研究科の特徴を盛り込んだ履修モデルを【資料１４】に示す。 

【資料１４ 履修モデル】 

 

Ⅵ 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 

（１） 特別研究論文（修士論文及び課題研究報告書） 

特別研究論文（修士論文及び課題研究報告書）は、専門分野の知見と研究業績を有し、当

該研究方法に卓越した研究実績を持つ教員を主査・副査とする。主査２名・副査１名を含む

審査委員会を設置し、厳正に合否の審査を行うと共に、公開で発表の場を設け、他の専門分

野から助言を受けて研究の質・向上を図る。審査の客観性・公平性を担保するために、指導

体制とは区別して審査委員会を設置する。審査委員会の設置は学内に公表する。 

主査は、審査の研究指導教員（○合）とし、学生が専攻する領域外から選出する。副査は

主指導教員・副指導教員が努める。主査は審査委員会の責任者として、論文審査（公聴会）、

及び最終試験を行い、その結果は文書をもって研究科委員会に報告する（【資料１０】【資料

１５】参照）。 

論文審査基準は、修士論文、課題研究報告書別に以下に示す。 

 

＜図４ 論文審査基準＞ 

 

看護学基礎研究領域は、看護学研究として確かな問題意識、テーマに関わる文献検討、研究目

的、研究方法と枠組み、研究倫理、データ収集方法及びデータの量・質、分析方法と分析結果の

妥当性・信頼性、研究結果の学術的検討（考察）、看護学発展への貢献等に関する各基準の審査

を経て修士論文として合格とする。 

看護学課題研究・高度実践領域は、専門看護師（ＣＮＳ）申請資格取得を目指した看護学実習

１０単位以上の履修が必須であり、学生の関心と経験及び専門性の高い実習を通じて臨床的な
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課題を見出して研究を進める課題研究の履修が必須である。この領域では特別研究１０単位に

相当する単位として看護学実習１０単位の成果及び関連する課題研究２単位の総合とする。課

題研究への取り組みを通じて、専門看護師を志望する学生特有の技術的、倫理的、社会的な困難

な課題への挑戦が可能となる。問題意識、文献検討、研究目的、研究方法と枠組み、研究倫理、

データ収集、分析方法、研究結果の学術的検討（考察）、看護学発展への貢献等に関する各基準

の審査を経て課題研究論文として合格とする。 

【資料１０ 大学院看護学研究科学位論文審査に関する内規】 

【資料１５ 兵庫医療大学大学院学位規程】 

 

（２） 最終試験 

学位論文審査終了後、学位論文審査を担当した審査委員会（主査・副査）が実施する。 最

終試験の内容は、ディプロマ・ポリシーに基づき修得した能力を評価するために、学位論文を中

心として関連する科目について口頭試問を実施する。 

 

（３） 修士課程修了の判定 

 看護学研究科委員会において、学位論文及び最終試験の合否判定及び修士課程修了要件に必

要な単位の確認を行い、ディプロマ・ポリシーに基づき修得した能力を総合的に評価し修士

課程修了の判定を行う。 

 

（４） 修士研究報告会の実施 

 学位論文審査及び最終試験に合格後に実施する。公開による発表形式とする。 

 

Ⅶ 基礎となる学部との関係 

本研究科は看護学部看護学科の教育を基盤として、看護専門職者が科学的根拠となる基礎理

論及びその応用について体系的に教授・研究し、高度で専門性の高い看護研究者・看護実践者

を養成することを目指している。基盤となる学部と看護学研究科の教育研究組織の関係は次の

とおりである。 
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＜図５ 既設の学士課程との関係＞ 

     看護学部学士課程              看護学研究科修士課程 

基盤看護学 基礎看護学  

  ⇒ 

 

 

  ⇒ 

 

 

 

  ⇒ 

 

 

  ⇒ 

基盤看護学 

 

基礎看護学 

看護教育学 

看護開発科学 

療養支援看護学 成人看護学 

がん看護学 

精神看護学 

療養支援看護学 急性看護学 

慢性看護学 

がん看護学 

精神看護学 

家族支援看護学 小児看護学 

母性看護学 

助産学 

家族支援看護学 

 

小児看護学 

母性看護学 

助産学 

生活支援看護学 

 

 

老年看護学 

公衆衛生看護学 

在宅看護学 

生活支援看護学 

 

 

老年看護学 

地域看護学 

在宅看護学 

総合 （国際看護・災害

看護・研究方法

論・統合看護実

習） 

 

 

 表に示すように看護学部学士課程は「基礎看護学」、「療養支援看護学」、「家族支援看護

学」、「生活支援看護学」の４分野１０領域とそれらを統合する分野で構成している。それら

の学士課程の教育を基盤として、さらなる専門的な学修を考究するために、看護学研究科は

４分野、１３領域で構成している。 

 

Ⅷ 「大学院設置基準」第２条の２項又は第１４条による教育方法の実施 

近年、保健・医療・福祉の急速な変化や高度先進医療の発展に伴い、人々の健康にかかわる

ニーズの増加と多様化に的確に対応できる人材が求められている。そのためには保健・医療・福

祉機関や教育機関で活躍している社会人に対して門戸を開き、研究科に修学して臨床の場にお

ける複雑で困難な課題を追求すると共に、高度で専門的な看護実践能力を修得することを通じ

て、相互の質向上を図ることが可能となる。また、１４条特例による学生の受け入れは、離職や

休職することなく勤務を続けながら就学し、勤務先の大きな負担を防ぐことができるとともに、

就業先看護職のキャリアアップのモデルとなることも考えられる。 
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（１） 修業年限・在学年限 

修士課程の標準修業年限は２年とし在学年限は４年を超えてはならない。ただし、教育研究

上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準

修業年限は２年を超えるものとすることができる。学生が職業を有している等の事情により、事

前相談により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する

ことを希望する旨を申し出た時は、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認める。 

 

（２） 履修指導及び研究指導の方法 

学生は１年次に研究科共通科目、看護学共通科目、各専門分野の特論と援助特論を履修し、

２年次にかけて研究に関連した演習や特別研究を履修する。大学院教育は教室、研究室、実習室、

情報処理室、図書館等を利用して行い、土曜日、授業開講時間の利用を可能とする。 

社会人であることを考慮し、ＩＴを活用して、Ｅ－ｍａｉｌ、Ｗｅｂでの資料提示、対面授

業と共にオンライン授業（オンデマンド型あるいは同時双方向型）なども駆使して、学生の履修

の便宜とともに、学修内容に応じて積極的な学修ができるような授業環境をつくる。 

看護学課題研究・高度実践領域の臨床での実習及び課題研究の指導においては、臨床症例へ

の看護介入の検討・評価やケースカンファレンスなど、教員と臨床指導者が密接な連携のもとで

実践及び研究指導を行う。 

 

（３） 授業の実施方法 

社会人入学生が無理なく受講できるように平日は夜間授業（６時限 １８：００～１９：３

０、７時限 １９：４０～２１：１０）を開講する。また、夏季休暇中に集中講義を行い、社会

人が効果的に学修できるよう調整する。 

講義科目については、平日夜間、あるいは、土日の昼間に開講するものとし、平日夜間の通

学が困難な大学院生においては、夏期、冬期、春期に集中講義を開講して補う。特に、必修科目

については通学の便を考え土日に集中させて開講する。また、選択科目については、平日夜間開

講科目と土日開講科目を毎年入れ替えることにより２年間で全科目が履修できるよう時間割に

て配慮を行う。平日の夜間の開講曜日は、各教員の平日昼間の学部教育の時間割と連動させて検

討を行うものとし、教員の負担の均衡を図った時間を策定する。 

 

（４） 教員の負担の程度 

研究科の開講期・開講曜日並びに時間を考慮し、勤務割り振りによって週４０時間を大きく

逸脱しないように工夫することで教員の負担が増えない体制をとる。土日開講を設定するが隔

週の開講となるように時間割を調整し、教員の負担の緩和策を講じる。さらに、昼夜開講に際し

ては、同日に昼間と夜間双方に授業を担当することがないように授業時間割の編成を工夫する
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ことで、教員の負担をできるだけ抑えるよう配慮する（【資料１６】参照）。 

高度実践領域において履修する「看護学実習」については、共同指導者である専門看護師と

綿密な指導計画を立案し、教員負担に配慮した連携指導の体制を作る。 

【資料１６ 時間割】 

 

（５） 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配       

置 

ＩＣカードによる図書館入退館システム並びに情報処理施設の利用ができるようにし、電子

ジャーナル等については随時アクセス可能とするとともに、アクセス数の契約についても利用

状況を鑑みて増設を検討する。文献複写に関する手続きや入手に関して研究活動が活性化する

ような細かな配慮を行う。また、図書館司書が院生の文献検索に関しての相談に応じる。 

 

（６） 入学者選抜の概要 

 アドミッション・ポリシー、出願資格、及び選抜方法については、「Ⅸ 入学者選抜の概要」

を参照されたい。 

 

Ⅸ 入学者選抜の概要 

 現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科においては以下のとおり入学者の選抜を行っている。

統合後の兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、同様の選抜方法で適正な実施を行って

いく。 

 

（１） アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針） 

生命と人権を尊重し、医療・保健・福祉及び社会の変動に対応し、創造的かつ科学的に看護

が実践できる能力をもち、人々の健康とＱｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅの向上及び看護学の

発展に寄与できる高度専門職業人、研究者、教育者、管理者を育成するため、以下のような人

材を受け入れる。 

①主体的に学び、目標に向かって邁進できる人 

②看護専門職者として高度看護実践・看護学の発展に貢献する意欲を有する人 

③志望する専門分野に必要な基礎的知識と技術を有する人 

④国際的視野に立ち、柔軟な発想並びに論理的思考で課題を探究する姿勢を有する人 

⑤倫理的な感受性と想像力をもって行動できる人 

     

前述した受け入れ方針と入学試験との連関は次のとおりである。専門科目は志望する分野

の専門的知識と専門分野の動向と現状の理解と課題を明確にできる能力を判定する。また、外
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国語は最新の知見を各種論文から読み取るための能力を判定する。さらに、面接では志望動機、

学修準備状況、自主性、学修意欲、心構えを判定する。 

 

（２） 入学資格 

看護学研究科修士課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。ただし、看護学研究科修士課程においては、看護師免許を取得している者とする。 

①大学を卒業した者 

②大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

③外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

④文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

⑤文部科学大臣の指定した者 

⑥研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力があると

認めた者で、２２歳に達したもの 

 

（３） 選抜方法、選抜体制 

看護学研究科の入学定員は８名とする。看護学４領域特定分野において、個々の学生に緻密

な研究・論文指導を行う計画である将来専門看護師を目指す看護学高度実践領域では、学生の

実習等の指導が臨地の場で必要であり、指導できる学生数が限られる等の理由から適切な入学

定員として８名と決定する。 

入学者選抜は、本学大学院の教育課程を履修できる基礎的な学力と看護学専門知識、及び修

学に対する明確な動機と意欲・情熱が重要であり、修学期間を通じた修学条件の確認も必要と

なる。そのために、学力検査（外国語、専門科目）及び面接を実施して判定する。 

入学志願者は、希望する専門分野の指導教員と事前相談を行い、看護学基礎研究または看護

学課題研究・高度実践の領域の選択、希望する研究分野及び修了年限・履修期間等の十分な指

導を実施する。 

 

（４） 社会人に対する選抜の上での配慮等 

社会人が受験しやすいように、学力検査と面接の日程を土・日・祝日に設定する。 

 

（５） 科目等履修生の選抜 

科目等履修生として出願できる者は、研究科に入学志願できる資格を持つ者とする。科目等履

修生の受け入れを可としている授業科目において、大学院学則に従い、科目毎に履修の可否を研

究科委員会にて審議し判断する。 
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Ⅹ 教員組織の編成の考え方及び特色 

看護学研究科の教員組織は、看護学部から継続した基盤看護学、療養支援看護学、家族支援

看護学、生活支援看護学の４領域で構成し、学部教育からの発展と教育・研究内容の向上を図

り円滑に教育・研究を推進できる体制を整えている。 

  各看護学領域の教育組織は教授・准教授・講師・助教の構成とし、博士の学位取得者（１９

名）及び大学院教育経験や看護現場の経験豊富な教授・准教授を中心に本研究科の教育・研究

を担当する。各専門分野の理論的基盤となる講義科目（特論・援助特論）及び研究科目（特別

研究・課題研究）は、専門分野の豊富な教育・研究業績を有する教授・准教授を中心に担当し、

専門的看護実践能力を高める演習・実習科目には講師・助教が加わり手厚い教育・指導体制と

する。また、看護学共通科目と専門科目の一部には、当該分野の専門的な研究者・実践者を非

常勤講師として依頼し教育内容の充実をはかる。 

また、看護学課題研究・高度実践領域における専門看護師（ＣＮＳ）養成の２分野（急性・

重症患者看護、がん看護）は、専門分野の臨床経験及び専門看護師教育経験豊富な教授・准教

授が担当する。特に卓越した看護実践と専門看護師の相談・教育・調整等の役割を果たす能力

の育成には、ＣＮＳ認定資格を取得し活躍中の専門看護師が非常勤として教育にあたる体制を

整えている。さらに、修士課程共通科目及び看護学共通科目・においては、医学部、薬学部、

看護学部、リハビリテーション学部の学術的専門性を活かし、法人として教育・研究に積極的

に参画し教育・研究資産を有効に活用する体制を整えている。 

学部組織の看護学研究科を担当する教員の年齢構成は３０～７０歳代であり（「専任教員の

年齢構成・学位保有状況」参照）、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を損なうこと

がないように、基盤看護学、療養支援看護学、家族支援看護学、生活支援看護学の４領域、１

３分野内での教育研究の活性化を図るとともに、看護学研究科独自のＦＤ体制を整え、カリキ

ュラム検討、教育方法の検討などのワーキング活動をとおして若手の教育研究の水準の維持向

上に努めている。 

さらに、平成３１年に６月に現行の兵庫医療大学が求める教員像及び教員組織の編成方

針が策定され、９月には兵庫医療大学看護学研究科教員組織の編成方針を策定した。そ

の編成方針を以下に示す。 

 

  １）教員組織は、文部科学省が定める大学設置基準に則った専任教員数を配置するととも

に、大学院の教育目的やディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを実現す

るのに必要な教員組織を編成する。  

２）研究科委員会は、大学院学則第９条第２項の規定に基づき、研究科長及び研究指導教

員、研究指導補助教員の教授、准教授及び講師をもって構成する。  

３）看護学研究科の専門分野である基礎看護学・療養支援看護学・家族支援看護学・生活
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支援看護学分野に相応しい教員編成とし、特定の範囲に年齢が著しく偏ることのない

ようバランスを確保する。  

４）看護学研究科における担当教員の研究指導教員、研究指導補助教員、科目担当教員な

どの資格審査は調書及び研究業績書に基づき公正性・透明性を確保した手続きにて行

う。  

５）質の高い大学院教育を実践し優れた研究成果を生むために、ファカルティ・ディペロ

ップメントを組織的かつ継続的に取り組む。 

 

  なお、完成年度末に在任予定の教員のうち、１名が客員教授として定年を超えて教育研究に

従事する予定であるが、開設後についても教員組織の継続性を確保するため教員補充を順次行

う。 

 

ⅩⅠ 施設・設備等の整備計画 

（１） 校地、運動場の整備 

 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部並びに大学院 薬学研究科、看護学研究科、医療

科学研究科を設置している神戸キャンパスは、神戸市中央区港島（ポートアイランド）に位置し

ている。キャンパス全体の校地等の総面積は４９，１３８．２５㎡で、神戸の中心地からのアク

セスが良好なポートアイランドには本学以外にも大学があり、研究・教育活動等で連携する文教

ゾーンである。 

また、本法人本部、医学部及び兵庫医科大学病院のある西宮キャンパスからは、車で約３０分、

公共交通機関で約６０分の距離にあり、教育、研究、課外活動等あらゆる面での協力体制、相互

交流を充実させることができる。 

附属施設（薬用植物園）を除く敷地面積は、収容定員上の換算で学生１人当たり約３０㎡と大

学設置基準に定められた１０㎡の約３倍の面積を有しており、屋外の芝生広場等、敷地内におけ

る学生の憩うスペースも十分確保されている。 

また、レストラン、Ｍ棟・Ｇ棟ラウンジの開放により、屋内における学生の居留スペースにも

十分な配慮を行っている。 

運動スペースについては、体育館（Ｇ棟アリーナ）があり、体育の授業やクラブ・サークル活

動として利用する。 

また、敷地内にミニグランド、テニスコートなどを備えている。 

 

（２） 校舎等施設の整備計画 

 神戸キャンパスは、主たる校舎として４棟の建物を有し、その大部分を校舎等のスペースに充

当している。 
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Ｐｏｒｔ Ｗｉｎｇ（Ｐ棟）には、事務室、レストラン・売店・書店等の厚生施設、オクタホ

ール（講堂）、図書館、ラーニングスクエア、グループ学習室等を配置。 

Ｍｔ．Ｗｉｎｇ（Ｍ棟）には、講義室、各種実習室、教員研究室、臨床薬学研修センター、カ

ンファレンスルーム等教育施設を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ（Ｇ棟）には、動物実験センター、ＲＩ実験センター等の特殊実験室、

先端医薬研究センター、共同機器室、薬学部研究室、リハビリテーションラボ等を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ Ａｒｅｎａ（Ｇ棟アリーナ）には、アリーナ、多目的ホール、スタ

ジオ、アトリエ工作室等を配置。 

施設配置の考え方は、医療関係３学部を併設する教育・研究上の強みを活かし、ボーダレスな

教育を志向することにともない、学部固有のスペースを極力排し、学生、教員とも学部間の交流

が容易に図り得る施設配備を行っている。 

いずれの学部も講義に加えて演習・実習による講義形態の科目の比重が大きく、講義室ととも

にこれら演習・実習に対応した各種実習室を整備する。学部横断的な学科目も多数配しているこ

ともあり講義室は３学部の共同利用とし、また、学部間で跨る教育研究の促進のための共同機器

室・実験室の設置など、効率性にも繋がる施設配備を行っている。 

また、各棟には、学生教職員が、憩い、コミュニケーションを図る場としてのラウンジスペース

を隋所に確保し、特にＭ棟及びＧ棟４階の教員研究室スペース周辺には、学生指導、教員間のコ

ミュニケーションの確保のためのスペースを十分に確保し、開かれた環境を重視している。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画 

 現行の兵庫医療大学の図書館は、現在、兵庫医科大学及び兵庫医療大学の２大学が共用する

図書館としてすでに運用している。 

図書館はＰ棟３階に位置し、面積は２，７９５．２４㎡、閲覧席は４０８席（学生収容定員数

１，６６４名に対し２４．５％）を有しており、学生・教員の教育研究の場として十分な座席数

を確保している。 

館内には、グループ学習室２０室、ラーニングコモンズとして「ラーニングスクエア」も設置

しており、アクティブラーニングなど多様化する「学び」を支える場を提供している。 

収容可能冊数は約８８，０００冊で、現在、和書約２８，０００冊、外国書約６，０００冊、

学術雑誌約４８０種（電子ジャーナル除く）、視聴覚資料約１，７００点を所蔵している。教育

研究・自学自修に必要な最新図書の収集は、シラバス掲載の教科書・参考書の購入及び図書館委

員会を中核とした選書により行われ、各学部の専門分野及び必要性を考慮して整備している。 

兵庫医科大学に薬学部、看護学部、リハビリテーション学部、薬学研究科、看護学研究科、医

療科学研究科の設置を計画するにあたり、現行の兵庫医療大学の上記資料及び兵庫医療大学と

して契約していた電子リソース（電子ジャーナル・データベース・電子書籍）についても、引き
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続き契約し、神戸キャンパス、西宮キャンパスの両キャンパスで活用することとする。電子リソ

ースは、ＳＳＬ－ＶＰＮを利用して学外からのアクセスも可能としている（【資料１７】参照）。

さらに、医中誌Ｗｅｂ、ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ等のデータベースの検索結果から、電子ジャーナル

や電子ブック・ＯＰＡＣ・ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ・ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ・Ｗｅｂサ

ーチエンジン等、利用者が求める最適な資料へと購読状況などの状況判断をしながらナビゲー

ションするリンクナビゲーションシステム「ＥｘＬｉｂｒｉｓ ＳＦＸ」も導入しており、学生・

教員の利便性を高めている。 

また、国立情報学研究所目録所在情報サービス「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ／ＩＬＬ」に参加して

おり、「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ」により形成されている総合目録データベースのデータを利用す

ることで、本学の蔵書目録データベースを構築し、蔵書検索を可能にしている。さらに、「ＮＡ

ＣＳＩＳ－ＩＬＬ」により、全国のＩＬＬサービス参加大学機関図書館間での相互貸借サービス

（文献複写・現物貸借）を可能としている。 

他大学の図書館等との協力については、日本図書館協会、私立大学図書館協会、日本看護図書館

協会、大学図書館コンソーシアム連合（ＪＵＳＴＩＣＥ）、オープンアクセスリポジトリ推進協

会に加盟し、情報交換や実務研修、相互利用等で連携を図っている。 

【資料１７ 電子リソースリスト】 

 

（４） 大学院学生の研究室（自習室）等の整備計画 

看護学研究科修士課程は、１学年８名（２学年合わせて１６名）の定員であり、２学年で大

学院生研究室（自習室）として１室を整備する。大学院生１名ごとに机、椅子、書庫、ロッカ

ーを設備し、共有のパソコン８台、プリンター３台を設備する。また、Ｍ棟１階に設置されて

いる情報処理演習室１・２の利用も可能であり、キャンパス内の無線ＬＡＮも利用可能である。

よって、自習環境として、広さや収容人数等を含めて十分な環境が整備できるものと考えられ

る。 

講義室については大学院専用の講義室や学部共用の講義室を使用し、学びに必要な備品等

を整備している（【資料１８】参照）。 

【資料１８ 大学院学生研究室等整備状況】 

 

ⅩⅡ 管理運営 

 統合後の兵庫医科大学の教学面の管理運営は、大学の代表で包括的責任者である学長の下に、

学長が必要に応じて置く職務毎の副学長（５名以内）及び各学部の学部長（大学院研究科長を兼

務）を置く体制とする。 

学長が教育研究事項に係る決定を行うに当たり意見を聴く目的で学部教授会及び研究科教授

会並びに大学運営会議を置き、大学の意思決定がより効果的に行えるガバナンス体制とする。 
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大学運営会議は、大学全体の重要事項を審議するとともに学部間・研究科間の調整等の役割を

果たし、教授会の運営等については、教授会規程で規定された学長との事前協議を通して学長・

学部長間の意見調整が図られる。 

大学院の管理運営について、現在の兵庫医療大学では大学院の各研究科委員会（教授会相当）

の上位に「兵庫医療大学大学院運営委員会」を置き、大学院全体の運営等の共通事項を協議する

体制とし大学院の独立性を確保している。統合後、大学院全体の管理運営、大学院各研究科間の

調整等の協議は、当面、大学運営会議において行う予定とする。 

 

（１）研究科教授会 

大学院学則第１１条第１項に基づき各研究科に設置する研究科教授会は、次の者をもって構

成し、研究科長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、必要があるときは随時開く

ことができる。 

 

医学研究科： 

研究科長及び専任の教授 

薬学、看護学及び医療科学研究科： 

研究科長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師 

  

研究科教授会は同条第３項に基づき、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり

意見を述べるものとする。 

 １ 学生の入学、進級、卒業及び課程の修了に関する事項 

 ２ 学位の授与に関する事項 

 ３ 学生の身分に関する事項 

 ４ 教育課程に関する事項 

 ５ 教員の人事に関する事項 

 ６ 研究に関する事項 ７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

 ８ 学位論文に関する事項 

 ９ 研究科の運営に関する重要な事項 

 １０ その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定めた事項 

  

 同条第４項に基づき、その他、学長及び研究科長の求めに応じ、教育研究に関する事項につい

て審議し意見を述べることができる。 
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（２）大学運営会議 

 学則第１６条に基づき、大学の重要事項を審議する会議体として大学運営会議を置き、学長、

副学長及び学部長をもって構成する。役割は兵庫医科大学運営会議規程第２条に規定する事項

を審議し、学長が当該事項の決定を行うに当たり意見を述べることとする。 

同会議は学長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、臨時に開催が必要な場合は、

学長が召集することができる。 

１ 将来計画に関する事項 

２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

３ 入試に関する基本方針に関する事項 

４ 学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

５ 教育研究予算に関する事項 

６ 内部質保証に関する事項 

７ 教員その他重要な人事に関する事項 

８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 

９ その他学長が必要と認める重要事項 

（３）各種センター、委員会等 

現行の庫医療大学では、平成１９年度の開学以来、チーム医療を支える人材の養成のために、

３学部の密なる連携によるボーダレスな教育体制の下、融合的・連携教育プログラムを提供する

との方針で、大学全体に関わる主要事項を審議する委員会等（学生委員会、教育委員会、研究委

員会、入試センター運営会議、広報委員会、内部質保証委員会など）は、各学部からの選出委員

で構成する全学委員会として設置し、更に学部独自での審議は各教授会の下に関連する委員会

を設置してきた。一方、兵庫医科大学は医学部単科のため、殆どの委員会等を教授会の下に設置

しているが、大学統合後は、両大学の現状を踏まえながら、委員会の目的に応じて、全学、キャ

ンパス毎又は学部独自での委員会の設置を整備する。 

その中で、多職種連携教育の更なる推進、附属病院での臨床実習管理統括等を目的とした「臨

床統教育統括センター」、学部教育の充実、改善に特化した「薬学教育センター」の設置などの

組織再編を図る。 

ⅩⅢ 自己点検・評価

 （１） 目的 

本学では、兵庫医科大学学則第３条第１項に、本学はその教育研究水準の向上を図り、大学の

目的を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表すると規定し、大学院学則第４条にも同様に規定している。また、学則第３条第
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２項には、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令に規定する期間ごとに、

文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けることとし、その結果を公表すると規定して

いる。 

 

（２） 実施体制等 

現行の兵庫医科大学では、学長を議長とする「兵庫医科大学内部質保証会議」が次に掲げる事

項を審議し、各学部・研究科、委員会等に対して、同会議が示す方針及び年度毎の課題について

の自己点検・評価の実施を指示し、その結果について報告を受ける。その結果は年次報告書の作

成等に活用するとともに、自己点検・評価の実施方法、評価項目の活用等を見直し、必要に応じ

て改善方策を策定の上、各学部等へ助言・改善に努めている（【資料１９】【資料２０】参照）。  

 

（審議事項） 

① 自己点検・評価及び内部質保証の実施体制に関する事項 

② 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項 

③ 本学の使命や各種方針・ポリシーの点検・策定に関する事項 

④ センター及び委員会等の自己点検・評価の総括に関する事項 

⑤ 自己点検・評価年次報告書の作成及び改善方法の策定に関する事項 

⑥ 学校教育法に定められた認証評価などの外部評価に関する事項 

⑦ 自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項に関する資料収集、調査研究及び啓蒙活動に

関する事項 

⑧ その他自己点検・評価及び内部質保証に関する事項 

 

 現行の兵庫医療大学では、内部質保証担当副学長を委員長とする「内部質保証に関する委員会」

において、学部長、研究科長、委員長等を責任者とする各部局内の内部質保証委員会等が認証評

価（第３サイクル）の基準及び自己点検・評価項目を基本として、該当項目について実施する自

己点検・評価結果の報告を受け、全体の内部質保証委員会において、助言・改善等のフィードバ

ックを行っている。これらの報告等は担当副学長から学長に報告される（【資料２１】参照）。 

  

（点検評価の基準）①理念・目的、②内部質保証、③教育研究組織、④教育課程・学習成果、⑤

学生の受け入れ、⑥教員・教員組織、⑦学生支援、⑧教育研究等環境、⑨社会連携・社会貢

献、⑩大学運営・財務 

  

 統合後の兵庫医科大学においては、上記の内部質保証会議及び各学部、研究科、委員会等によ

る自己点検・評価について、兵庫医療大学で実施していた点検評価項目を加味した上、全学内部

質保証システムを再整備する。また、兵庫医科大学内部質保証会議が取りまとめた報告に対して、

第三者（教職員、学生、同窓会会員、学外評価者等）の視点による客観評価を行う「兵庫医科大

学内部質保証評価会議」は継続して設置し、統合後の組織に対応するよう改正のうえ、内部質保

証の質の維持及び向上を図る。 

 また、各学部、研究科単位で実施する自己点検・評価については、それぞれの分野での外部評
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価を踏まえた独自の点検項目も加えることとする。 

【資料１９ 兵庫医科大学内部質保証会議規程】 

【資料２０ 兵庫医科大学内部質保証評価会議に関する内規】 

【資料２１ 兵庫医療大学の内部質保証に関する規程】 

 

（３） 認証評価及び公表 

 最新の大学認証評価については、兵庫医科大学は平成２９年度（第２期）に、兵庫医療大学は

令和元年（第３期）に公益財団法人大学基準協会による認証評価を受審し、ともに同協会が定め

る大学基準に適合しているとの認定を受けている。統合後は、兵庫医科大学での受審サイクルに

より認証評価に対応する予定となる。 

また、各学部・学科のそれぞれの分野における教育評価機構等の外部機関により実施される分野

別認定の結果も併せて、現状どおり大学ホームページ上に公表する。 

 

ⅩⅣ 情報の公表 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科では、大学ホームページを活用して、情報を公表して

きた。建学の精神をはじめ、理念、教育目的、カリキュラム、シラバス、学則、専任教員のプロ

フィール・研究テーマ・研究業績、認証評価報告書、大学の基本的な情報、学生数、教職員数、

入試情報、就職及び財務に関する情報などを公表している。 

さらに、学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく情報についても、大学ホームページに

「情報の公表」のページを設け、公表している（【資料２２】参照）。 

統合後の兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、同様の情報を適正に公表していく。 

【資料２２ 「学校教育法施行規則第１７２条の２」等に規定する教育情報の公表について】 

 

ⅩⅤ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 

 

現行の兵庫医療大学では、授業内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤ及びＳＤ研修

等について、主に次のような取組みを行っており、統合後は、兵庫医科大学として全学的な実施

体制（仮称：ＦＤ・ＳＤ統括本部）を整備し、両大学が既に実施している研修等各種取組の充実・

改善を図り、更なる教職員の資質向上を目指す。 

 

（１） 組織的な研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

教育内容等の改善を図るための組織として、学部等の教育体制の支援を目的とする「教育支援

室」にＦＤ・ＳＤ部門を設置し、学内で開催されるＦＤ・ＳＤ研修等の情報を収集・管理し、新

たな研修企画等に役立てている。 

具体的には、同部門が毎年度、全教員（事務職の管理監督職を含む。）を対象に開催する「全
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学ＦＤ・ＳＤワークショップ」の企画・実施をはじめ、各学部・研究科が独自で企画・開催す

る研修、管理運営に係るＳＤ研修等について、年間実施計画、実施内容（実施日、テーマ、参

加者等）の提出を求め、それらの情報を把握したうえ、関係会議等への報告している（【資料２

３】【資料２４】参照）。 

また、各学部等が個々に開催する学外講師を招聘しての研修会、事務部門が実施する管理運営

に必要な知識・能力の向上ためのＳＤ研修なども、テーマに応じて学内Ｗｅｂ上に公開し、より

多くの教職員が参加できる状況にある。また、法人部門、兵庫医科大学及び附属病院が主催する

医学・医療、管理運営に関わるＦＤ・ＳＤ研修についても、部門、学部等を超えて共有すべきテ

ーマでは法人内Ｗｅｂ上に公開されることで各キャンパスからの教職員も参加できる。 

事務職員に関しては、全員が法人事務局に所属しており、新人研修、階層的研修の他、個々の

スキルアップ、業務知識の向上を図るため、学内外での各種研修、講演会等への参加を研修・自

己啓発活動状況として個人データベースに記録する制度も構築しており、対象イベントの開催

は学内周知され、研修の機会を提供している。 

【資料２３ 兵庫医療大学教育支援室規程及び同部門内規】 

【資料２４ ２０１９年度ＦＤ・ＳＤ研修会等実施一覧】 

 

（２） 大学院独自の研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

本学は、「幅広い知識と豊かな人間性を持ち、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成す

る」という教育理念に基づき、豊かな人間性とともに幅広い専門知識と優れた技術を備え、医療

を通じて社会に貢献できる人材を世に送り出すことを使命とする。したがって、教育研究水準の

向上に組織的に積極的に取り組み、輩出する有資格者の能力・資質への責任を負うことが求めら

れる。 

このような趣旨から、本学では自己点検・評価に加え、教育研究水準の向上や教育内容及び教

授方法の改善を図るため、これまでの大学ＦＤ活動を基盤に組織的に大学院ファカルティ・ディ

ベロップメント（以下「大学院ＦＤ」という。）を推進する。大学院研究科教授会構成員からＦ

Ｄ担当教員を選出し、大学院ＦＤの企画運営を行う。 

 

① 研究会・研修会・講習会の実施 

看護学研究科における教育研究上の目的に応じ、年に数回、講師を招聘し、研究会、研修会、

講演会を開催する。また、兵庫医科大学との共同開催も進める。なお、企画については、学内向

けに教員、大学院及び学部学生にもオープンとする。 

看護学研究科におけるＦＤ活動は、①研究力向上のための活動・研究倫理に関する活動、②教

育力向上のための活動、③看護実践力向上のための活動などである。 

ＦＤ担当委員が企画し計画的に実施する。講演だけでなくワークショップ、グループ討議等に
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よる企画・実施とする。また、企画の内容に応じて、兵庫医科大学病院看護部の看護師及び専門

看護師、認定看護師などのスペシャリストなどの専門看護師養成のための実習施設における臨

床指導者の参加を求める。また、学術交流協定締結校であるアデレード大学教員の講演より国際

的な視点での大学院教育の方向性を探るとともに共同研究の流れをつくる。 

 

② 大学院合同ワークショップの開催 

教員間での教育・研究内容に関する意見交換の場、学部教員の交流などから開催を計画する。 

 

③ 研究活動の成果報告 

各研究科のホームページで適宜活動報告を行うと共に、兵庫医療大学として隔年で纏めてい

る大学年報に大学院の成果も加えて外部に公表する。 

   

④ 学生からの授業評価アンケートの実施による振り返り 

年２回（前期・後期）において、学生からの授業評価アンケートを実施する。その結果を踏

まえ、授業内容・方法を検討する。 

 

ⅩⅥ 転入学する学生への措置について 

（１） 学生、保護者、入学志願者、卒業者等への周知について 

 法人内の２大学を統合するため、令和４年度に兵庫医科大学（医学部）及び兵庫医科大学大学

院（医学研究科）に３学部（薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び３研究科（薬

学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科）を設置し、現行の兵庫医療大学（薬学部、看護学

部及びリハビリテーション学部）及び兵庫医療大学大学院（薬学研究科、看護学研究科及び医療

科学研究科）を廃止する。 

廃止する兵庫医療大学及び同大学院に在籍する学生については、兵庫医科大学に設置する学

部学科及び同大学院研究科へそれぞれ転入学させる計画であり、学生、保護者、卒業生、入学志

願者等に周知、説明している。 

学生に対しては、令和元年１２月２０日開催の大学統合に関する説明会において、学長が直接

２大学の統合計画の経緯、概要等を説明のうえ、統合後も教育研究活動は基本的にはこれまで通

りの形で行う旨を併せて説明をした。また、同月内に保護者・学部生宛及び大学院生宛に、それ

ぞれ、「兵庫医科大学と兵庫医療大学の統合について（お知らせ）」の説明文書を郵送した。更に、

令和２年８月下旬からは、学内Ｗｅｂ上に学長のメッセージ動画を掲載し、周知を図った。 

保護者に対しては、上記の説明文書送付の他、令和２年１月２５日開催の３学部保護者会役員

会において、学長が直接説明を行い、質疑応答の場とした。 

卒業生に対しては、令和元年１２月に同窓会役員宛及び同窓会員（全卒業生）宛に統合計画の
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概要に係る説明文書を送付した。 

また、対外的には、令和２年１月１０日付のニュースリリースに合せて、ホームページ及び学

内インフォメーションボードに統合の経緯、概要を常時掲載し周知を図っている。 

兵庫医療大学の入学志願者に対しては、大学案内、資料送付用の保護者宛のリーフレット、高

校訪問時の進路指導担当者宛のリーフレットに大学統合の情報を記載し、入学予定者には大学

統合計画の概要の資料を配付して広く周知している。今後とも学生、保護者、入学志願者、卒業

生等に対して、各々が関係する行事等において、又はホームページ上等で必要情報を順次、発信

していく。 

 

（２） 転入学に伴う教育方法等の担保 

 設置する薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科を開設する令和４年度に、現行の兵

庫医療大学大学院から転入学する学生については、設置後の兵庫医科大学大学院学則において

教育方法、教育課程、修了要件等での変更はないが、統合に際して各研究科の入学金、授業料及

び教育充実費の区分の金額を変更（合計額では薬学研究科は減額、他の２研究科は同額）するこ

とから、同大学院学則の附則に「２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、

看護学研究科及び医療科学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費

は、兵庫医療大学大学院入学時の金額を適用する。」と明示している。また、転入学生の兵庫医

療大学大学院における修業年数及び在学年数並びに修得単位等については、設置後の兵庫医療

大学大学院に継承する。 

 その他、設置後も校地・校舎等の施設設備、教員等も同一性を保持するため、修学のための履

修・研究指導、健康管理、ハラスメント対策及び障がい学生への支援、就職活動支援、危機管理

等、これまで兵庫医療大学が提供してきた学生生活支援サービスは継続して実施する。 

以上のとおり、転入学する学生への教育条件の維持及び学生支援等については、万全を期する

こととする。 
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看護者の倫理綱領 

2003年 日本看護協会 

前文  

人々は、人間としての尊厳を維持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人

間の普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献することを使命としている。  

看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象とし、健康の保持増進、疾病の予防、

健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、その人らしく生を全うできるように援

助を行うことを目的としている。  

看護者は、看護職の免許によって看護を実践する権限を与えられた者であり、その社会的な責務を

果たすため、看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保つ権利、敬意のこもった看護を

受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。  

日本看護協会の『看護者の倫理綱領』は、病院、地域、学校、教育・研究機関、行政機関など、あ

らゆる場で実践を行う看護者を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供す

るものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示

するものである。  

条文  

１．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。  

２．看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的

状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供

する。 

３．看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供す

る。 

４．看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 

５．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場

合は適切な判断のもとに行う。 

６. 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、

人々を保護し安全を確保する。

７．看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をも

つ。 

８．看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 

９．看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。 

10．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の望

ましい基準を設定し、実施する。 

11．看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄

与する。 

12. 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。 

13．看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。 

14．看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共

有する。 

15．看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社

会づくりに貢献する。 

【資料１１】
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解説 

１．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。 

看護者の行動の基本は、人間の生命と尊厳の尊重である。看護者は、病院をはじめさま

ざまな施設や場において、人々の健康と生活を支える援助専門職であり、人間の生と死と

いう生命の根元にかかわる問題に直面することが多く、その判断及び行動には高い倫理性

が求められる。  

さらに、今日の科学技術の進歩はこれまで不可能であった医学的挑戦を可能にし、他方

で医療費の抑制の問題は国家的課題になっており、複雑かつ困難な生命倫理的問題や資源

の平等な配分のあり方という問題を提起している。  

看護者は、いかなる場面においても生命、人格、尊厳が守られることを判断及び行動の

基本とし、自己決定を尊重し、そのための情報提供と決定の機会の保障に努めるとともに、

常に温かな人間的配慮をもって対応する。  

２．看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的

地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々

に平等に看護を提供する。  

すべての人々は、平等に医療や看護を受ける権利を有している。看護における平等とは、

単に等しく同じ看護を提供することではなく、その人の個別的特性やニーズに応じた看護

を提供することである。看護者は、人々をその国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性

別及び性的指向（同性愛・異性愛などの指向の別をいう）、社会的地位、経済的状態、ラ

イフスタイル、健康問題の性質によって差別しない。また、看護者は、個人の習慣、態度、

文化的背景、思想についてもこれを尊重し、受けとめる姿勢をもって対応する。  

３．看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて

看護を提供する。  

看護は、対象となる人々との間に築かれる信頼関係を基盤として成立する。高度な知識

や技術による看護行為は、信頼関係のもとで初めて効果的な看護援助となりうる。看護者

には、信頼関係を築き発展させるよう努める責任がある。  

看護の援助過程においては、対象となる人々の考えや意向が反映されるように、積極的

な参加を促すように努める。看護者は、自らの実践について理解と同意を得るために十分

な説明を行い、実施結果に責任をもつことを通して、信頼を得るように努める。また、人々

の顕在的潜在的能力に着目し、その能力を信頼し、忍耐をもって見守る。  

さらに、看護者は、対象となる人々に対する忠実義務を有し、築かれた関係によって生

まれる看護者への信頼感や依存心に誠実に応えるように努める。  
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４．看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 

人々は、自己の健康状態や治療などについて知る権利、十分な情報を得た上で医療や看

護を選択する権利を有している。看護者は、対象となる人々の知る権利及び自己決定の権

利を擁護するために、十分な情報を得る機会や決定する機会を保障するように努める。診

療録や看護記録などの開示の求めに対しては、施設内の指針等に則り誠意をもって応じる。  

自己の判断に基づき決定するためには、十分な情報を得るとともに、その内容を理解し

たり受け入れたりすることへの支援が不可欠である。看護者は対象となる人々の理解度や

意向を確認しながらわかりやすく説明し、意思表示をしやすい場づくりや調整、他の保健

医療福祉関係者への働きかけを行う。さらに、必要に応じて代弁者として機能するなど、

これらの権利の擁護者として行動する。  

自己決定においては、十分な情報に基づいて自分自身で選択する場合だけでなく、知ら

ないでいるという選択をする場合や、決定を他者に委ねるという選択をする場合もある。

看護者は、人々のこのような意思と選択を尊重するとともに、できるかぎり事実を知るこ

とに向き合い、自分自身で選択することができるように励ましたり、支えたりする働きか

けも行う。個人の判断や選択が、そのとき、その人にとって最良のものとなるように支援

する。  

５．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者

と共有する場合は適切な判断のもとに行う。 

看護者は、個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の身体面、精神

面、社会面にわたる個人的な情報を得る機会が多い。看護者は、個人的な情報を得る際に

は、その情報の利用目的について説明し、職務上知り得た情報について守秘義務を遵守す

る。診療録や看護記録など、個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、情報の漏出を防

止するための対策を講じる。  

質の高い医療や看護を提供するために保健医療福祉関係者間において情報を共有する場合

は、適切な判断に基づいて行う。また、予め、対象となる人々に通常共有する情報の内容

と必要性等を説明し、同意を得るよう努める。家族等との情報共有に際しても、本人の承

諾を得るよう最大限の努力を払う。  

６．看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされて

いるときは、人々を保護し安全を確保する。  

看護者は、常に、対象となる人々が適切な看護を受けられるよう配慮する。しかし、保

健医療福祉関係者によって、治療及び看護が阻害されているときや、不適切な判断や行為

に気づいたときは、人々を保護するために働きかけたり、あるいは他の適切な手段によっ

て問題を解決したりするように行動する。対象となる人々の生命、人権が脅かされると判

断した場合には、害を為さないために、疑義の申し立てや実施の拒否を行う。  

また、看護者の行為が対象となる人々を傷つける可能性があることも含めて、看護の状

況におけるいかなる害の可能性にも注意を払い、予防するように働きかける。  
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７．看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人とし

ての責任をもつ。  

看護者は、自己の責任と能力を常に的確に認識し、それらに応じた看護実践を行う。看

護者は、自己の実施する看護について、説明を行う責任と判断及び実施した行為とその結

果についての責任を負う。  

看護者の責任範囲は保健師助産師看護師法に規定されており、看護者は法的責任を超え

る業務については行わない。自己の能力を超えた看護が求められる場合には、支援や指導

を自ら得たり、業務の変更を求めたりして、提供する看護の質を保つよう努める。また、

他の看護者に委譲する場合は自己及び相手の能力を正しく判断する。  

８．看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 

看護者には、科学や医療の進歩ならびに社会的価値の変化にともない多様化する人々の

健康上のニーズに対応していくために、高い教養とともに高度な専門的能力が要求される。

このような要求に応えるべく、計画的にたゆみなく専門職業人としての研鑽に励み、能力

の維持・開発に努めることは、看護者自らの責任ならびに責務である。  

日本看護協会は継続教育の基準を提示するとともに、様々な継続教育のプログラムを実

施している。看護者は、自施設の現任教育のプログラムの他に、都道府県看護協会が開催

する研修、専門分野の学会・研究会、及び各種研修などの継続学習の機会を積極的に活用

し、専門職業人としての自己研鑽に努める。 

９．看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供す

る。  

看護者は、看護及び医療の受け手である人々に対して最善を尽くすことを共通の価値と

して協働する。看護者は、この共通の価値のもと、他の看護者及び保健医療福祉関係者と

協力関係を維持し、相互の創意、工夫、努力によって、より質の高い看護及び医療を提供

するように努める。  

また、看護者は、協働する他の看護者及び保健医療福祉関係者との間に、自立した専門

職として対等な関係を構築するよう努める。すなわち、お互いの専門性を理解し合い、各々

の能力を最大限に発揮しながら、より質の高い看護及び医療の提供をめざす。  

10．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、

看護研究の望ましい基準を設定し、実施する。  

自らの職務に関する行動基準を設定し、これを遵守することを通して自主規制を行うこ

とは、専門職として必須の要件である。看護実践の基準は、看護実践の内容や方法などを

規定し、看護管理の基準は、要求される看護実践を可能にするための組織化、資源管理、

環境整備、質保証プログラム、継続教育などについて規定する。また、看護教育の基準は、

教育内容や教育環境などについて規定し、看護研究の基準は、研究の内容及びその優先性

- 設置の趣旨 ― 95 -



の検討、研究方法や研究成果の提示に関する手続きなどについて規定する。  

このような基準の作成は組織的に行い、個人としてあるいは組織としてその基準を満た

すよう努め、評価基準としても活用する。また、社会の変化や人々のニーズの変化に対応

させて、適宜改訂する。  

日本看護協会は看護業務基準や各種の指針を作成し、会員施設に配布している。これら

を活かして、各施設では、施設や看護の特徴に応じたより具体的・実践的な基準等を作成

することにより、より質の高い看護を行うように努める。  

11．看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護

学の発展に寄与する。  

看護者は、常に、研究や実践等により得られた最新の知見を活用して看護を実践すると

ともに、より質の高い看護が提供できるよう、新たな専門的知識・技術の開発に最善を尽

くす。開発された専門的知識・技術は蓄積され、将来の看護の発展に貢献する。すなわち、

看護者は、研究や実践に基づき、看護の中核となる専門的知識・技術の創造と開発を行い

看護学の発展に寄与する責任を担っている。  

また、看護者は、看護学の研究のみならず、あらゆる研究の対象となる人々の不利益を

受けない権利、完全な情報公開を得る権利、自分で判断する権利、プライバシー・匿名性・

機密性を守る権利を保障するよう努める。  

12．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増

進に努める。  

人々の健康を支援することを業とする看護者は、自らの心身の健やかさを基盤として看

護を提供する。看護者は、看護を提供する能力を維持し、より質の高い看護を行うために、

自らの健康の保持増進に努める。  

心身の健康を保持増進するために、職業生活と私生活のバランス、活動と休息のバラン

スを保つように努める。特に、援助専門職が陥りやすい心身のストレス状態や燃えつきを

予防・緩和するために、個人及び職場内のストレスマネジメントをうまく機能させる。  

また、看護者がその職責にふさわしい処遇を得て看護を行うことができるように、労働

条件や職場環境を整える。さらに、被曝防止、感染防止、暴力からの保護など、健康的な

職業生活を実現するための安全の確保や、リスクマネジメントに組織的に取り組む。 

13．看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持

する。  

看護は、看護を必要とする人々からの信頼なくしては存在しない。看護に対する信頼は、

専門的な知識や技術のみならず、誠実さ、礼節、品性、清潔さ、謙虚さなどに支えられた

行動によるところが大きい。また、社会からの信頼が不可欠であり、専門領域以外の教養

を深めるにとどまらず、社会的常識などをも充分に培う必要がある。常に、看護者は、こ

の職業の社会的使命・社会的責任を自覚し、専門職としての誇りを持ち、個人としての品
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行を高く維持するように努める。  

14．看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社

会と責任を共有する。 

看護者は、人々の健康を保持増進し、疾病を予防する責任を担っており、健康で文化的

な生活を享受する権利を擁護することも求められる。それゆえに、健康を促進する環境を

整備し、自然環境の破壊や社会環境の悪化に関連する問題についても社会と責任を共有し、

解決に努める。  

看護者は、医療廃棄物の適切な処理及び処理過程の監視などを通して、保健医療福祉活

動による環境破壊を防止する責務を果たすとともに、清浄な空気と水・安全な食物の確保、

騒音対策など、人々の健康を保持増進するための環境保護に積極的に取り組む。  

また、地域の自然環境及び社会環境に関する問題を解決し健康増進を図るために、人々

と協力し、保健医療福祉に関連する施策の提言や政策決定に参画する。  

さらに、人々の生命の安全と健康が守られ、安心して生活できるための環境づくりの基

盤である平和な社会を実現し維持するために人々とともに活動する。  

15．看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、

よりよい社会づくりに貢献する。  

看護者は、いつの時代にあっても質の高い看護を維持し発展させるよう、看護専門職の

資質の向上という使命を担っている。この使命を果たすためには、保健医療福祉及び看護

にかかわる制度に関心を持ち、社会の変化と人々のニーズに対応できる制度への変革の推

進に努める。  

また、看護専門職の質及び社会経済福祉条件を向上させるために、専門職能団体などの

組織を通じて行動する。看護者は、このような活動を通してよりよい社会づくりに貢献す

る。
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【資料17】電子リソースリスト（電子ジャーナル）
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電子リソースリスト（データベース）
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電子リソースリスト（電子書籍）
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「学校教育法施行規則第 172 条の 2」等に規定する教育情報の公表について

情報の公表ページ
https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第１号関係］《大学の教育研究上の目的に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

建学の精神他
ホーム > 大学案内 > 建学の精神・教育
理念・沿革

https://www.huhs.ac.jp/about/education/ 

学部、学科、研究科の目
的

ホーム > 大学案内 > 情報の公表 > 教
育研究上の基礎的な情報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第２号関係］《教育研究上の基本組織に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

学部、学科、研究科の名
称

ホーム > 学部・大学院 https://www.huhs.ac.jp/faculty 

学部、学科、研究科の定
員

ホーム > 大学案内 > 情報の公表 > 収
容定員・入学者数・在学生数・卒業生数

https://www.huhs.ac.jp/about/publish/capacity 

教育研究上の基本組織
概要

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育
研究上の基礎的な情報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第３号関係］《教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

教員組織、各教
員が有する学位
及び業績

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学上の情
報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

年齢別・職階別
専任教員数

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育研究上
の詳細情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/teacher-age2020.pdf 

専任教員と非常
勤教員の比率

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育研究上
の詳細情報

学部
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp- 
content/uploads/2020/12/students_ 
per_teacher2020_01_document.pdf 
大学院
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp- 
content/uploads/2020/10/students_ 
per_teacher2020_document.pdf 

研究業績
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学上の情
報

http://ofcach.ofc.huhs.ac.jp/hhshp/KgApp 

教員担当授業科
目

ホーム > 学生生活 > シラバス・教務便覧 https://www.huhs.ac.jp/campuslife/syllabus 

【資料２２】
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［第４号関係］《入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。》 

掲載内容 掲載場所 URL 

アドミッションポリ
シー 

ホーム > 大学案内 > 3 つのポリシー・各
種方針 

https://www.huhs.ac.jp/about/policy 

収容定員、入学者数、
在学生数、卒業生数 

等 

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/publish/capacity/ 

卒業生の進路・就職先 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/career-
design/results/ 

学科別就職率一覧 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/08/employment_rate.pdf 

国家試験結果 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

薬学部 医療薬学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/pharmacy/results 
看護学部 看護学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/nursing/results 
リハビリテーション学部 理学療法学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/ 
rehabilitation/pt/results 
リハビリテーション学部 作業療法学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/ 
rehabilitation/ot/results 
 

［第５号関係］《授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。》 
掲載内容 掲載場所 URL 

カリキュラム・ポリシー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/policy/ 

教育課程 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 

薬学部 医療薬学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-
pharmacy_01.pdf 
看護学部 看護学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-nurse_01.pdf 
リハビリテーション学部 理学療法学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-pt_01.pdf 
リハビリテーション学部 作業療法学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-ot_01.pdf 
薬学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
science_pharmacy.pdf 
看護学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
science_nurse.pdf 
医療科学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
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science_medical.pdf 
シラバス（年間授業計画、
単位認定評価基準・評価
方法含む） 

ホーム> 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報 

https://csweb.ofc.huhs.ac.jp/syex/index.html 

［第６号関係］《学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。》 
掲載内容 掲載場所 URL 

ディプロマ・ポリシー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/policy/ 

卒業要件等学部学科 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2020/04/elements.pdf 

修了要件等大学院研究科 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/graduate/ 

学位授与数（学部・大学
院） 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2020/04/ 
number_of_degrees_awarded_2020_docment.pdf 

大学院論文審査基準（大
学院研究科） 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/publish/ 
graduate_examination_criteria 

［第７号関係］《校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること》 
掲載内容 掲載場所 URL 

校地、校舎概要 構成施
設、面積など 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

教育研究上の基礎的な情報 
https://www.huhs.ac.jp/ 
about/publish/schoolhouse/ 

キャンパスツアー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/photo 

課外活動状況 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/club/ 

交通アクセス 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/access/ 

学校法人兵庫医科大学 
施設および延床面積 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.corp.hyo-
med.ac.jp/library/guide/pdf/floor-taishin_2020.pdf 

［第８号関係］《授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること》 
掲載内容 掲載場所 URL 

学費・その他の費用 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

教育研究上の基礎的な情報 
https://www.huhs.ac.jp/admission/pay 
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［第９号関係］《大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

進路選択支援体制
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/career/ 

学生保健管理体制
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/health-
facilities/ 

修学実態調査
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/stateofstudy 

「高等教育の修学支援新
制度」に係る機関要件確
認申請書

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/09/Scholastic-Support.pdf 

兵庫医療大学における障
がい学生支援に関するガ
イドライン

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/12/support_guidelines.pdf 

グローバル教育への取り
組み

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/career/global/ 

［第３項関係］《大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基
準についての情報》

掲載内容 掲載場所 ＵＲＬ 

大学院論文審査基準
（大学院研究科）

ホーム > 大学案内 > 情報の公表>
大学院論文審査基準（大学院研究
科）

https://www.huhs.ac.jp/about/
publish/ graduate_examination_criteria 

［その他の公開情報］
掲載内容 掲載場所 URL 

財務諸表
ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> 財務情報 

http://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/ 
financial_statement/ 

学則
ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> その他の情報 

兵庫医療大学学則
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/gakusoku_202004.pdf 
兵庫医療大学大学院学則
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/daigakuin_gakusoku_202004.pdf 

設置認可申請関係
ホーム > 大学案内> 情報の公表 

> その他の情報 

設置認可申請書大学
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/settininkasinseisyo.pdf 
設置認可申請書看護学研究科・医療科学研究科
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/application-guraduate.pdf 
設置認可申請書薬学研究科
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/ 
application-guraduate-yaku.pdf 

大学評価認証評価、自
己点検・評価活動

ホーム > 大学案内> 情報の公表 

> その他の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/authentication 
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教育上の目的に応じ
学生が修得すべき知
識及び能力に関する
情報 

ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> 修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 
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